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議長（藤原健祐君）  

   おはようございます。ただいまから、平成 26 年第３回佐川町議

会臨時会を開催します。  

   ただいまの出席議員数は 12 名です。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。  

   これより日程に入ります。  

   本日の日程は、お手元に配付のとおりとします。  

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

   会議録署名議員は、会議規則第 126 条の規定により議長において

指名をします。  

   ２番、坂本玲子君、３番、邑田昌平君、両名を本臨時会の会議録

署名議員とします。  

   日程第２、会期の決定の件を議題にします。  

   お諮りします。  

   本臨時会の会期は、本日１日としたいと思います。  

   御異議ございませんか。  

   （「異議なし」の声あり）  

   異議なしと認めます。  

   したがって、会期は本日１日に決定をいたしました。  

   日程第３、町長挨拶を行います。  

町長（堀見和道君）  

   皆様、おはようございます。本日はお忙しい中、臨時会にお集ま

りいただきまして、まことにありがとうございます。  

   本臨時会は、工事請負契約の締結につきまして、議会の議決をい

ただくものとなっております。  

   私自身、昨年の 10 月 28 日より町長として仕事をさせていただく

ようになりましたが、やっと１年たちました。今、２年目を迎えた

ばかりであります。  

   きょうの臨時会も、また身が引き締まる思いでこの場に立たせて

いただいておりますが、２年目もしっかりと、佐川町の運営に取り

組んでまいりたいと思いますので、改めまして、この場をお借りし

て、お願いを申し上げたいと思います。  

   議員の皆様とは両輪となって、佐川町のすばらしいまちづくりに

取り組んでいきたいと思いますので、今後とも御指導のほど、よろ

しくお願い申し上げます。  
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   本臨時会、よろしくお願いいたします。  

議長（藤原健祐君）  

   以上で、町長挨拶を終わります。  

   日程第４、議案第 60 号、工事請負契約の締結について、を議題

とします。  

   提案理由の説明を求めます。  

町長（堀見和道君）  

   それでは、提案理由の説明について、申し述べさせていただきま

す。  

   議案第 60 号、工事請負契約の締結につきましては、平成 26 年 10

月 24 日に入札を行いました。佐川橋橋梁耐震補強工事請負契約締

結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでありま

す。  

   契約の方法は、指名競争入札。契約金額は 5,668 万 1,640 円。契

約の相手方は、高知市大津乙 1218 番地１、ショーボンド建設株式

会社高知営業所、所長、清水敦史となっております。  

   なお、詳細につきましては、担当課長より説明をさせますので、

よろしくお願い申し上げます。以上です。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   おはようございます。それでは、私のほうから議案第 60 号関係

補足説明をさせていただきます。  

   参考資料のほうをごらんください。  

   参考資料１ページ目でございます。  

   工事名、佐川橋橋梁耐震補強工事。工期は、平成 27 年２月 28 日

までとなってございます。入札日時は、先ほど町長申されたとおり

平成 26 年 10 月 24 日でございます。予定価格 6,174 万 5,000 円で

ございます。最低制限価格 5,248 万 3,000 円でございます。落札価

格は同額でございます。落札者、先ほど町長申されたとおり、ショ

ーボンド建設株式会社高知営業所でございます。  

   指名業者につきましては、こちらの６業者でございます。入札書

記載金額につきましては、こちらのような状況になってございます。 

   なお、２社同額のため、くじ引きにて決定しておるところでござ

います。また、懸案の役場前の佐川橋耐震補強工事でございますが、

通行も非常に多い関係上、工事期間中は通行止めとか通行制限とい
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うことはすることなく、従前どおり通行できるようで工事を施工す

るものでございます。  

   続きまして、工事の概要につきまして説明させていただきます。 

   ２ページ目の佐川橋耐震補強全体一般図をごらんください。左の

上にございますのが、側面図。その下、真ん中が平面図となってご

ざいます。上流から下流を見ておりますので、右側が右岸、役場の

ほうになります。  

側面図を見ていただきましたら、左、町道のほうが、ここに橋台

があります。両側に橋台あり、その中に橋脚がございます。この上

部工と橋台、橋脚との間に赤く、ちょっと塗っておるところがござ

いますが、左の橋台に１カ所。左側の橋脚に２カ所。右の橋脚に２

カ所。右の橋台に１カ所。計６カ所ございます。これが、落橋防止

対策を行うところでございます。上部構造と下部構造、橋台、橋脚

の接続部分に６カ所、落橋防止構造、支承補完補強構造、沓座拡幅

といった落橋防止工を行うものになってございます。  

そして、これの断面図が右側にございます。先ほど申しましたよ

うに６カ所ございまして、この６カ所、上の端の左側のところが、

この側面図、左の端の橋台のところの落橋防止工でございます。順

次、それの下側が左の橋脚の左側部分。その下の端が左の橋脚の右

側部分。この右上へいきましたら、右の橋脚の左側部分。それから

その下側が右の橋脚の右側部分。そして最後が、右の橋台部分とな

っております。このように６カ所、落橋防止対策工を行うものでご

ざいます。  

また、左上の側面図を見ていただきましたら、左側の橋脚に赤で

斜め線を引いてございますが、これは、耐震補強のため、橋脚補強

工を行うものでございます。具体的には橋脚の表面をはつり、鉄筋

で周りを補強した後、セメントモルタルで吹き付け仕上げをすると

いうようなものでございます。  

こういったような感じで耐震補強をしていくものでございます。  

次のページごらんいただきましたら、次のページ、３ページでご

ざいますが、先ほどの側面図をもう少し、縮尺 50 分の１、大きくし

たものでございます。先ほど申しました上部工と下部工の間の落橋

防止対策工、６カ所。左の橋脚部分の橋脚補強工の部分が示されて

おります。  

そしてその下の図が桁下平面図になっておりまして、先ほど、こ
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の上の側面図の６カ所部分、６カ所部分についてその平面図に順次

落としております。こういったような形に落橋防止対策工を施され

る。ここには、落橋防止構造、支承補完補強構造、沓座拡幅という

ことが施されるようになってございます。  

そして、その次、ちょっとこれだけではイメージが湧かないと思

いますので、次の４ページをごらんください。こちらには、既に実

施されておりますよその事例の写真、施行前、施工後の様子をとら

えたものをお示ししてございます。  

これは、ここでは、橋台の落橋防止対策工の施行前、それから施

工後につきまして、この右の写真のほうに、このような状況になっ

てくるということが示しております。上部構造と下部構造の接続部

分に設置した落橋防止対策工の事例でございます。  

そしてそれの詳細、側面図のほうが、ちょっと字が小さくて申し

わけないですが、右のほうに小さく示されておりますが、ここでは、

50 センチ余りアンカーを打ち、それぞれ、一つ一つ打ち込んで施工

するようになってございます。  

こういった感じで、上部構造と下部構造の接続部分に落橋防止対

策工を設置するというものでございます。  

そして、その次のページが橋脚補強の写真でございます。左の上

側、橋脚への耐震補強、施工前が①のところでございます。そして、

先ほど申しましたように、この橋脚の表面を全てはつるはつり工を

施工しまして、鉄筋を補強する補強鉄筋組み立て工を、周りを行う

ようになっております。イメージ図がその右側、橋脚断面イメージ

図というふうになっておりますが。周りを全てはつって、その周り

には補強鉄筋を、組み立て工を施し、次に、この３番目にあります

ポリマーセメントモルタルというものを吹きつけ工を表面仕上げで

塗装して完成させると。このように橋脚補強を行い、耐震補強工事

を佐川橋に施すものであります。以上でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。  

議長（藤原健祐君）  

   質疑を行います。  

８番（中村卓司君）  

   この工事は、議会でもたびたび取り上げられて、念願の耐震化と

いうふうに、心配ない本部の橋を守るという工事だというふうに思

ってございます。  
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   少し聞いてみたいと思うんですが。まず、その金額につきまして、

最低限度額というものを表示して、そして行われたと思っておりま

すけれども。この金額はですね、工事といいますか、金額を表示し

た上の入札になったような形をしているのかということが１点目

と、それから、工事中は、交通に支障のない形で通れるということ

で、課長のほうから説明がございましたが、それも少し心配してお

りましたけれども、通れるということで安心をしておりますが、こ

の工事について、２点目、どれぐらいの耐震化に耐えるというふう

な数字が出ておればですね、聞かせていただきたいと思いますが、

以上２点についてお答えをお願いいたします。  

総務課長（横山覚君）  

   お答えいたします。入札関係でございますが、指名入札になって

おりまして、当該業者に対しましては、予定価格と最低制限価格の

ほうを連絡をしております。以上です。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   手元のほうに、コンサルからの結果が来てございますが。持って

ございますが。大規模地震、これは南海大地震を想定してございま

すが、大規模地震に対しても、落橋等の甚大な被害を防止するとい

うことを目的として、落橋防止システム、橋脚補強の設計施工を行

うというものでございまして、南海大地震等に対する落橋等の対策

というものを施すようになってございます。  

８番（中村卓司君）  

   落橋、橋が落ちない工事という、それはわかっておるんですけど

も。大体数字的に、佐川っていうのは、震度が大体これくらい来る

であろうということで予想はされておるんですけども。この工事に

ついて、震度どれぐらいは大丈夫というような数字が出とったら、

聞かせていただきたいと思いますけど、出てなければですね、今お

答えにもよびませんけれども、後でも構いませんが、知らせてほし

いと思いますので、よろしくお願いいたします。  

産業建設課長（渡辺公平君）  

   具体的な、震度なにとかいうようなことはないですが、これにつ

きましては、国の耐震補強設計にかかる技術資料とか、国が出され

たものに基づく設計というふうになってございます。  

議長（藤原健祐君）  

   ほかに質疑はありませんか。  
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13 番（徳弘初男君）  

   耐震補強工事をやって、耐用年数はどれくらいあるものでしょう。 

産業建設課長（渡辺公平君）  

   これは、長寿命化とかするものでなくて、あくまでも耐震化です

ので、これすることによって耐用年数が延長するとかいうものでは

ございません。  

議長（藤原健祐君）  

   ほかに質疑はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   質疑なしと認めます。  

   これで質疑を終わります。  

   これから討論を行います。  

   討論はありませんか。  

   （「なし」の声あり）  

   討論なしと認めます。  

   これで討論を終わります。  

   これから採決を行います。  

   日程第４、議案第 60 号、工事請負契約の締結について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

   賛成全員。  

   したがって、議案第 60 号は、原案のとおり可決されました。  

   以上で、本臨時会に提出されました案件は終了しました。  

   町長挨拶願います。  

町長（堀見和道君）  

   本臨時会におきまして、議員の皆様から提案させていただきまし

た議案につきまして御承認をいただきまして、まことにありがとう

ございます。  

   先日も高知新聞の記事に載りましたが、自伐型林業の取り組みに

つきまして、先日、高知県知事尾﨑知事ほか関係者と会議、意見交

換会の場を持ちました。その記事が載っておりましたが、昨年度か

ら佐川町として取り組んでおります自伐型林業につきまして、本年

度も力を入れて取り組んでおりますが、来月 11 月４日から５人目

の地域おこし協力隊員が赴任することになりました。  

   ５名体制で、今、この事業について取り組んでおります。県も来

年度以降、小規模林業、自伐型林業に対して、しっかりと支援をし
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ていくという回答をいただいております。  

   また、国のほうでも国会議員の先生方が自伐型林業の推進に向け

て、議員の会、議員連盟をつくろうという動きもあるように聞いて

おります。  

   今年度からの取り組みでありますが、全国の中で、この佐川町の

取り組みが注目されることとなりました。初心に帰って気を引き締

めて、安全第一でこの林業について今後も取り組んでいきたいと思

っておりますので、議員の皆様には、引き続き、また御指導、御協

力をいただければと思います。一生懸命、佐川町のまちづくりに２

年目も取り組んでまいりますので、ぜひ、御指導をよろしくお願い

申し上げます。本日はありがとうございました。  

議長（藤原健祐君）  

   本日の会議は、これをもちまして終わります。  

   平成 26 年第３回佐川町議会臨時会を閉会します。  

 

 

   閉会  午前９時 25 分  

 


